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(57)【要約】
【課題】使用後は微生物により分解されるので環境に優しく、また、風による飛散や土中
への埋没による薬効の低下や、散水や降雨による薬効の低下がないので長時間に亘って薬
効が持続し、更に、畑、鉢やプランター等に使用できるばかりでなく、果菜類の幹又は枝
に巻き付けて使用することができる軟体動物用忌避材を提供する。
【解決手段】サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムからなることを特徴とす
る軟体動物用忌避材、及び、該忌避材が基材層上に積層されていることを特徴とする軟体
動物用忌避材である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムからなることを特徴とする軟体動物
用忌避材。
【請求項２】
　生分解性プラスチックが脂肪族ポリエステル系縮重合体であることを特徴とする請求項
１記載の軟体動物用忌避材。
【請求項３】
　生分解性プラスチックがコハク酸と１，４－ブタンジオールを主成分とする共重合体で
あることを特徴とする請求項１に記載の軟体動物用忌避材。
【請求項４】
　生分解性プラスチックがポリ乳酸と脂肪族ポリエステル系縮重合体とからなる樹脂組成
物であることを特徴とする請求項１に記載の軟体動物用忌避材。
【請求項５】
　生分解性プラスチックのフィルムの厚さが３～８０μｍであることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の軟体動物用忌避材。
【請求項６】
　生分解性プラスチックフィルムのいずれかの面に粘着剤層が設けられていることを特徴
とする請求項１～５のいずれか１項に記載の軟体動物用忌避材。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の軟体動物用忌避材が基材層上に積層されているこ
とを特徴とする軟体動物用忌避材。
【請求項８】
　基材層が紙であることを特徴とする請求項７記載の軟体動物用忌避材。
【請求項９】
　基材層の厚さが１０～１５０μｍであることを特徴とする請求項７又は８記載の軟体動
物用忌避材。
【請求項１０】
　基材層に粘着剤層が設けられていることを特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記
載の軟体動物用忌避材。
【請求項１１】
　幅が０．５～３０ｃｍのテープ状であることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１
項に記載の軟体動物用忌避材。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のテープ状の軟体動物用忌避材を果菜類の幹又は枝に巻き付けること
を特徴とす軟体動物用忌避材の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は軟体動物用忌避材に関し、更に詳しくは、環境に優しい材料からなり、植物の
新芽、花、葉、果実などに食害を与えるナメクジ類、カタツムリ類などの腹足類に属する
軟体動物に対する忌避材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　野菜、食用きのこ、花木など多くの植物が露地栽培やハウス栽培などで栽培されている
。これらの植物は、新芽、花、葉、果実などがナメクジやカタツムリの被害にあうことが
多い。特にハウス栽培では散水の頻度が高く、湿潤した環境下でナメクジやカタツムリな
どが寄生し、特に新芽のときに食害を受けるという問題がある。
　これらの食害を防ぐ方法として、パラホルムアルデヒドやメタアルデヒドを有効成分と
する合成薬剤が知られている。しかし、この薬剤は、害虫の駆除、殺虫を目的としたもの
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で、薬効が強い反面、植物に付着した場合、植物を傷める可能性があること、散布に際し
ては、安全性の面から人体や家畜、ペットなどへの影響を避ける必要性があること、散水
や降雨によって洗い流され効果が持続しないこと、などの多くの問題がある。
【０００３】
　この問題を解決するために、例えば、ツバキ科植物の種子などから植物油を搾油した後
の絞り粕がナメクジやカタツムリに対して忌避効果があり、絞り粕を造粒したものを忌避
剤として使用することも知られている（特許文献１）。この忌避剤の薬効成分はサポニン
であると考えられている。しかし、これら固体状の搾油絞り粕は、風による飛散や土中へ
の埋没による薬効の低下が起こる。また、その造粒物は、土中への埋没の他、施薬の偏り
による効果の不均一が起こる。更に、経時による薬効の低下も大きく、特に降雨によって
、薬効成分が流出してしまい、その後の効果の低下が大きい。
【０００４】
　また、粘着剤を裏面に塗布した合成樹脂のテープやシートにサポニンを付着させること
が提案されている（特許文献２）。しかし、サポニンを合成樹脂のテープやシートの表面
に付着させる場合は、前記と同様に経時による薬効の低下や、降雨や散水後の薬効の劣化
が大きい。
【０００５】
　更に、上記の諸課題を解決する手段として、ツバキ科植物の種子を搾油した搾油粕から
の抽出物を、水系樹脂、例えば水溶性アクリル樹脂、水溶性ポリエステル、水溶性ポリウ
レタン、水溶性アルキド樹脂、水溶性エポキシ樹脂などに含有させたコーティング液をシ
ート状部材に塗布し、乾燥及び／又は熱処理したり、樹脂を架橋など硬化させて強度や耐
水性を改善した軟体動物忌避シートが開示されている（特許文献３）。しかし、この忌避
シートは製造工程が煩雑であり、また硬化樹脂は剛性が高く取扱い性が悪いだけでなく、
地面への馴染みもないために、薬効の発揮も悪い。また水系樹脂の硬化物は硬化過程で、
分散剤である水分の蒸発が起こるため、水による微細な小孔が表面に発生し、初期の薬効
は発揮されるが、降雨や散水後の効果の低下が大きく、持続性が十分とは云い難い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１７５９２５号公報
【特許文献２】特開２００２－１７１８９２号公報
【特許文献３】特開２０１３－１５５１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、かかる実情に鑑み、上記従来技術の問題点が解消され、使用後は微生物によ
り分解されるので、環境に優しく、また、風による飛散や土中への埋没による薬効の低下
や、散水や降雨による薬効の低下がないので長期に亘って均一な薬効を発揮し、更に、曲
げ弾性率の低い生分解性プラスチックからなる場合は柔軟性に富むので、地表面への馴染
み性が良好であるばかりでなく、果菜類の幹や枝に巻き付けることができ、更にまた、押
出成形や押出ラミネート加工により製造可能な軟体動物用忌避材を提供することを目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは鋭意研究の結果、サポニンを含有する生分解性プラスチックのフィルムか
らなる軟体動物用忌避材、又は、該忌避材を基材上に積層した軟体動物用忌避材が上記課
題を悉く解消し得ることを見い出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　本発明は、下記を特徴とするものである。
１．サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムからなることを特徴とする軟体動
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物用忌避材。
２．生分解性プラスチックが脂肪族ポリエステル系縮重合体であることを特徴とする上記
の軟体動物用忌避材。
３．生分解性プラスチックがコハク酸と１，４－ブタンジオールを主成分とする共重合体
であることを特徴とする上記の軟体動物用忌避材。
４．生分解性プラスチックがポリ乳酸と脂肪族ポリエステル系縮重合体とからなる樹脂組
成物であることを特徴とする上記の軟体動物用忌避材。
５．生分解性プラスチックフィルムの厚さが３～８０μｍであることを特徴とする上記の
軟体動物用忌避材。
６．生分解性プラスチックフィルムのいずれかの面に粘着剤層が設けられていることを特
徴とする上記の軟体動物用忌避材。
７．上記の軟体動物用忌避材が基材層上に積層されていることを特徴とする軟体動物用忌
避材。
８．基材層が紙であることを特徴とする上記の軟体動物用忌避材。
９．基材層の厚さが１０～１５０μｍであることを特徴とする上記の軟体動物用忌避材。
１０．基材層に粘着剤層が設けられていることを特徴とする上記の軟体動物用忌避材。
１１．幅が０．５～３０ｃｍのテープ状であることを特徴とする上記の軟体動物用忌避材
。
１２．上記のテープ状の軟体動物用忌避材を果菜類の幹又は枝に巻き付けることを特徴と
す軟体動物用忌避材の使用方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の軟体動物用忌避材（以下、単に忌避材と記す場合がある）は、生分解性プラス
チックからなり、使用後は自然界の微生物により分解され自然に還るので環境を悪化させ
ることがない。特に、植物など再生可能な原料からなるバイオマスは、分解時や燃焼時に
は二酸化炭素を排出するが、成長時には光合成により大気中の二酸化炭素を吸収・固定す
るので実質的に二酸化炭素を増加させないカーボンニュートラルが達成され、循環型社会
の実現に大きく貢献することができる。
　また、風による飛散や土中への埋没による薬効の低下が起きることがなく、更に、散水
や降雨によってサポニンが洗い流されることがないので、薬効が長時間に亘って持続する
。
【００１１】
　また、樹脂を架橋したり熱硬化しないので、柔軟性に富み、特に曲げ弾性率の低い生分
解性プラスチックフィルムを用いる場合は地表面への馴染み性が良好であるばかりでなく
、また、果菜類の幹や枝に容易に巻き付けることができるので、薬効が効果的に発揮され
る。
【００１２】
　また、基材層と積層することにより忌避材の製造が容易となり、また、強度も大きくな
る。基材層として紙を使用すると紙の繊維と繊維との隙間からサポニンが放出され薬効を
発揮するので好都合である。
【００１３】
　また、忌避材をテープ状とすることにより、果菜類の幹や枝に容易に巻き付け易くなる
ので、薬効が直接的且つ効果的に発揮される。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明で用いられるサポニンは、サポゲニンと糖から構成される配糖体で、サボンソウ
など種々の植物に含まれる。純粋のものは白色の粉末で親水性、親油性の両親媒性の物質
であるが、ツバキ、茶、サザンカなどツバキ科植物の種子の搾油後の搾油粕からも抽出し
て得られる粉末が使用できる。また、市販品としては、東京化成工業株式会社から商品名
「サポニン」として販売されており、これを使用することができる。
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【００１５】
　本発明で用いられる生分解性プラスチックとは、使用中は通常のプラスチックと同様に
使えて、使用後は自然界の微生物により水と二酸化炭素に分解されて自然に還るプラスチ
ックとされている。空気中、土中、水中で種類により分解速度が異なるが、概ね、フィル
ム状で、数週間から数カ月、板状で１年から数年で分解するとされ、使用用途によって種
類を使い分けることができる。
　生分解性プラスチックは、化学合成系、微生物生産系、天然物系に分類される。化学合
成系としては、とうもろこし、ジャガイモ、サトウキビから得られる糖類や澱粉を発酵さ
せて得た乳酸を重合させたポリ乳酸樹脂（例えば、ユニチカ株式会社製テラマック、三井
化学社製レイシア）、澱粉から製造されるコハク酸と１，４－ブタンジオールを原料とす
るポリブチレンサクシネート（例えば三菱化学社製ＧＳ　Ｐｌａ）、ひまし油を原料とす
るポリアミド１１（例えばアルケマ社製リルサンＢ）が挙げられる。微生物生産系として
は、ポリ－３－ヒドロキシ酪酸（例えば三菱ガス化学社製ビオグリーン）、３－ヒドロキ
シ酪酸と３－ヒドロキシヘキサン酸の共重合体（例えばカネカ社製ＰＨＢＨ）が挙げられ
る。天然物系としては、酢酸セルロース（例えばダイセル化学社製セルグリーンＰＣＡ）
、エステル化澱粉（例えば日本コーンスターチ社製コーンポール）、キトサン／セルロー
ス／澱粉（例えばアイセロ化学社製ドロンＣＣ）、澱粉／変性ポリビニルアルコール（例
えばノバモント社製Ｍａｔｅｒ－Ｂｉ）等が挙げられる。これらは単独で又は必要に応じ
、２種以上組み合わせて用いられる。特に、二酸化炭素を増加させないカーボンニュート
ラルが達成される環境型材料として注目されているバイオマスプラスチックが好ましい。
【００１６】
　これらのうちで本発明に用いられる生分解性プラスチックは、特に曲げ弾性率の低いも
のがフィルム加工面、及び忌避材としての使用面から好ましい。曲げ弾性率について、例
えばポリプロピレン（曲げ弾性率ＪＩＳ　Ｋ　７２０３：約１，３００ＭＰａ）程度以下
、好ましくは高密度ポリエチレン（同約９００ＭＰａ）以下、更には低密度ポリエチレン
（同：約１５０ＭＰａ）相当又はそれ以下のものが、成形性や畑、鉢、プランター、枝、
幹など適用表面への馴染みの点で、より好ましい。
　このような生分解性プラスチックとしては、例えば、ポリ乳酸系としてユニチカ株式会
社製「テラマック　ＴＥ－１０７０（１４００ＭＰａ）」、ポリブチレンサクシネート系
（コハク酸、１，４－ブタンジオール、乳酸の３成分の縮重合体）として三菱化学株式会
社製　ＧＳ　Ｐｌａ　ＦＺ９１ＰＮ（６５０ＭＰａ）、ＡＺ９１ＴＮ（５５０ＭＰａ）、
ＡＤ９２ＷＮ（３００ＭＰａ）等が挙げられる。
【００１７】
　また、基材層上に積層する場合は、ポリ乳酸に、特定量の乳酸を含有する乳酸系脂肪族
ポリエステルを混合使用することにより、ラミネーション時の加工安定性が著しく改善さ
れる。具体的には、ポリ乳酸（Ａ）と、乳酸を０．７～１０重量％含有する乳酸系脂肪族
ポリエステル（Ｂ）とからなり、前記（Ａ）１００重量部に対し前記（Ｂ）が２０～８０
重量部からなるものが好ましい。
【００１８】
　サポニンを上記樹脂に配合する量は、サポニンの量が多くなると忌避効果は大きくなる
がフィルム成形性は低下する傾向がある。従って、所望の忌避効果と、樹脂の種類や成形
方法などを勘案して適宜決定される。通常、重量基準で４～５０％が好ましく、８～４５
％がより好ましく、１３～４５％が更に好ましい。４％未満では忌避効果が十分でなく、
５０％を超えるとサポニンの吸湿性によってフィルム成形時や加工時または基材上への押
出ラミネート加工時に水分による発泡が起こり、加工が難しくなる場合がある。従って、
サポニンやサポニン配合樹脂を事前に十分乾燥しておくことによって５０％を超えて多量
に配合することも可能である。
【００１９】
　サポニンを含有する樹脂には、必要に応じ、更に酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤
、帯電防止剤、可塑剤、充填剤などの添加剤を添加することができる。
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　サポニンを含有する樹脂に充填剤を配合することにより、フィルム中からのサポニンの
透過、移行、放出を調節し、忌避効果を発揮する期間を調節することができる。このよう
な充填剤としては、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、珪藻土、シリカ、タルク
、セリサイト等があげられる。
【００２０】
　上記の如く、サポニン及び必要に応じ添加剤を含有する樹脂は、公知の方法でフィルム
化されるが、押出成形が好ましい。また、必要に応じ、このフィルムを基材層上に積層す
ることも可能で、積層方法としては押出ラミネート加工が好ましい。
　基材層としては、紙、ポリエチレン、生分解性プラスチック、バイオマスプラスチック
などのプラスチック製フィルム、プラスチック製フィルムの発泡体、天然繊維又は合成繊
維製布帛、不織布などが使用可能であるが、これらの中では、紙、布帛、不織布が好まし
く、特に、紙はサポニンを含有する樹脂との押出ラミネート加工性が良好である点で好ま
しい。これらを基材層とすることにより、繊維と繊維との隙間からサポニンが放出される
ので、基材層と接する側からも忌避効果が得られるとともに、テープ状の忌避材の場合は
、これを果菜類の幹や枝に巻き付けて使用する場合は、幹や枝の成長に合わせて、これら
の基材層も伸張するので、幹や枝への追従姓が良好である。
【００２１】
　本発明において、サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムの厚さは特に制限
されないが、余り厚すぎると忌避材の地表面や果菜類の幹や枝への馴染み性が低下し、ま
た、テープ状忌避材の場合には幹や枝への巻き付けが困難となり、一方、余り薄すぎると
強度が不十分となる傾向がある。従って、通常、３～８０μｍ程度が好ましく、５～５０
μｍ程度がより好ましい。
　また、サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムの幅は特に制限されないが、
テープ状忌避材の場合は、余り大きすぎても余り小さすぎても、忌避材の地表面や果菜類
の幹や枝への馴染み性が低下し、また、忌避材の幹や枝への巻き付けが困難となる傾向が
ある。従って、通常、０．５～３０ｃｍ程度が好ましく、２～３０ｃｍ程度がより好まし
い。また、予め大きめの幅として、忌避材を敷設する地表面の広さや巻き付ける幹や枝に
合わせて適宜切断できるようにミシン目を入れておくのも好ましい。
　また、基材層の厚みも余り厚すぎると忌避材の地表面や果菜類の幹や枝への馴染み性が
低下し、また、果菜類の幹や枝への巻き付け性が低下し、テープ状の忌避材の場合は幹や
枝への巻き付けが困難となり、一方、余り薄すぎると強度が不十分となるので、通常、１
０～１５０μｍ程度が好ましく、より好ましくは１０～１３０μｍである。
【００２２】
　押出成形や押出ラミネート加工は、サポニンに熱をかけすぎると薬効を低下させたり、
失効させたりするおそれがあるので、できるだけ低い温度で行うのが好ましく、生分解性
プラスチックの融点～融点＋５０℃程度の範囲が好ましい。例えば、ポリ乳酸（ユニチカ
株式会社製テラマック：融点１７０℃、ガラス転移温度５７℃）の場合は１７０～２２０
℃程度が適当である。必要に応じ、基材層にコロナ処理等を施してフィルムとの接着性を
高めることができる。
【００２３】
　また、サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムは、細孔を設けることにより
、フィルム内のサポニンの放出性や徐放性を高めることができる。
　細孔は、サポニンと炭酸カルシウム等の充填剤を含有する生分解性プラスチックフィル
ムを延伸して充填剤を除去することにより細孔を設けたり、針で孔を開ける等により設け
ることができる。細孔は余り大きすぎると徐放性が期待できず、また、降雨や散水後に薬
効が劣化し、忌避効果の持続性に問題が生じる虞れがある。従って、細孔は小さいほうが
良く、通常、細孔の平均径は０．０２～５μｍ程度が好ましく、０．１～２μｍ程度がよ
り好ましい。
【００２４】
　本発明の忌避材は、サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルムに、又は、基材
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層を有する場合は基材層にそれぞれ粘着剤層を設けることができる。
　粘着剤としては、ゴム系、アクリル系、シリコーン系、ウレタン系等のいずれでも良く
これらの中では分解性が良い点でゴム系又はウレタン系が好ましい。
　粘着剤層の厚さは、余り薄すぎると粘着力が不十分となり、一方、余り厚すぎると、た
とえば、忌避テープを所望の形状に打ち抜くの際に粘着剤のはみ出しや打ち抜き不良が起
こりやすく加工性が劣る傾向がある。従って、通常、２～３０μｍ程度が好ましく、２～
２０μｍ程度がより好ましい。
【００２５】
　粘着剤層は、サポニンを含有する生分解性プラスチックフィルム、又は、基材層上に、
粘着剤を流延したり塗工することにより塗布し、乾燥することにより形成される。
　塗布法としては、リバースコーティング、グラビアコーティング等のロールコーティン
グ法、スピンコーティング法、スクリーンコーティング法、ディッピング法、スプレー法
等が採用される。また、粘着剤層の上に、更に剥離紙などを積層して使用上の便宜を図る
ことができる。
【００２６】
　本発明の忌避材は、ナメクジ等を忌避（近づくのを阻止）したい場所に配すれば良く、
たとえば、畑、鉢やプランター等に使用されるが、特に、テープ状の忌避材の場合は果菜
類の幹や枝に巻き付けることにより、直接的且つ効果的に忌避させることができる。巻き
付け方法としては、粘着剤層を有しない忌避材は、果菜類の幹や枝に巻き付けた後、両端
部をホッチキスや粘着テープで止めたり接着剤で接着する方法、粘着剤層を有する忌避材
は、該粘着剤層により果菜類の幹や枝に貼着する方法等が採用できる。
【実施例】
【００２７】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらによ
り何ら制限されるものではない。まず、シート状忌避材の実施例及び比較例を示し、つい
でテープ状忌避材の実施例、比較例及び使用例を示す。
　なお、忌避材の忌避効果については、シート状忌避材、テープ状忌避材のそれぞれにつ
いて、下記の試験方法により評価した。
【００２８】
シート状忌避材の試験方法：
　４０ｃｍ×４０ｃｍ×（高さ）３０ｃｍの木製の箱の底に排水口を設け、その中央部に
３０ｃｍ×３０ｃｍのシート状忌避材のサンプルを置いた。箱の中央部に軟体動物の誘引
剤として約１０ｇの市販の菜種油の搾油粕を置いた。箱の中のサンプルの周りに１０匹の
ナメクジを置き、温度２５℃、相対湿度６５％で６時間放置した。試験開始後３時間の時
点で園芸用のジョウロで散水した。試験開始から１２時間経過後に誘引剤上にいるナメク
ジの数を数えた。なお、ナメクジは農家のハウス畑の中で採取したものを用いた。
【００２９】
テープ状忌避材の試験方法：
　４０ｃｍ×４０ｃｍ×３０ｃｍ（高さ）の木製の箱の底に排水口を設け、その中央部に
長さ３０ｃｍ×幅５ｃｍのテープ状の忌避材を用いて外側長さが３０ｃｍ、内側長さが２
０ｃｍで幅５ｃｍの四角形枠状（ロ字状）の忌避材を配置した。該枠状テープ状忌避材の
内側中央部には、軟体動物の誘引剤として約１０ｇの市販の菜種油の搾油粕を置いた。ま
た、該枠状のテープ状忌避材の外側には１０匹のナメクジを置き、温度２５℃、相対湿度
６５％で６時間放置した。試験開始後３時間の時点で園芸用のジョウロで散水した。試験
開始から１２時間経過後に、該枠状のテープ状忌避材の内側中央部に置いた誘引剤上にい
るナメクジの数を数えた。なお、ナメクジは農家のハウス畑の中で採取したものを用いた
。
【００３０】
実施例１
　ポリブチレンサクシネート系生分解性プラスチック（三菱化学株式会社製　ＧＳ　Ｐｌ
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ａ　ＡＤ９２ＷＮ、曲げ弾性率：３００ＭＰａ）にサポニン（東京化成工業株式会社製　
商品名：サポニン）を５重量％配合しペレット化した後、T-ダイ押し出し機を用いてダイ
ス温度１５０℃で厚さ約２０μｍのフィルムを押し出し、フィルム単体からなる軟体動物
用忌避材を作製した。
【００３１】
実施例２
　ポリブチレンサクシネート系生分解性プラスチック（三菱化学株式会社製　ＧＳ　Ｐｌ
ａ　ＡＤ９２ＷＮ、曲げ弾性率：３００ＭＰａ）にサポニン（東京化成工業株式会社製　
商品名：サポニン）を１０重量％配合しペレット化した後、坪量８４ｇ（厚さ約１１０μ
ｍ）の未晒しクラフト紙にサポニン配合の前記樹脂組成物をT-ダイ押し出し機を用いてダ
イス温度１５０℃で押し出し、前記クラフト紙の片面にコロナ処理をしながら、ラミネー
ト厚さ約２０μｍになるようラミネートし、フィルムと基材層の積層体からなる軟体動物
用忌避材を作製した。
【００３２】
実施例３
　サポニン（東京化成工業株式会社製　商品名：サポニン）を１５重量％配合しペレット
化した以外は、実施例２と同様にして、フィルムと基材層の積層体からなる軟体動物用忌
避材を作製した。
【００３３】
実施例４
　ポリ乳酸（Ａ）（ユニチカ株式会社製、テラマックＴＥ－２０００Ｃ）１００重量部に
対して、コハク酸と１，４－ブタンジオール各１００モル％に対して乳酸２モル％（０．
８６重量％）を共縮合させた乳酸系脂肪族ポリエステル（Ｂ）（三菱化学株式会社製、Ｇ
Ｓ　Ｐｌａ　ＦＺ８１ＰＤ）を２５重量部混合した樹脂組成物にサポニン（東京化成工業
株式会社製　商品名：サポニン）を２０重量％配合しペレット化した以外は、実施例１と
同様にして、未晒しクラフト紙にサポニン配合の樹脂組成物をT-ダイ押し出し機を用いて
ダイス温度２１０℃で押し出し、前記クラフト紙の片面にコロナ処理をしながら、ラミネ
ート厚さ約２０μｍになるようラミネートし、フィルムと基材層の積層体からなる軟体動
物用忌避材を作製した。
【００３４】
実施例５
　ポリブチレンサクシネート系生分解性プラスチック（三菱化学株式会社製、ＧＳ　Ｐｌ
ａ　ＦＺ９１ＰＮ、曲げ弾性率：６５０ＭＰａ）を用い、サポニン（東京化成工業株式会
社製　商品名：サポニン）を３０重量％配合しペレット化し、未晒しクラフト紙にサポニ
ン配合の樹脂組成物をT-ダイ押し出し機を用いてダイス温度１６０℃で押し出した以外は
実施例２と同様にして、フィルムと基材層の積層体からなる軟体動物用忌避材を作製した
。
【００３５】
実施例６
　サポニン（東京化成工業株式会社製　商品名：サポニン）を重量比で４０重量％配合し
ペレット化した以外は、実施例５と同様にして、フィルムと基材層の積層体からなる軟体
動物用忌避材を作製した。
【００３６】
実施例７
　実施例４において、未晒しクラフト紙を用いず、樹脂組成物にサポニンを２０重量％配
合し、T-ダイ押し出し機を用いてダイス温度２１０℃で厚さ３０μｍのフィルムを押出し
、フィルム単体からなる軟体動物用忌避材を作製した。
【００３７】
比較例１
　樹脂組成物にサポニンを配合しなかった他は実施例４と同様にして、フィルムと基材層
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の積層体からなる軟体動物用忌避材を作製した。
【００３８】
　上記実施例１～７及び比較例１で得られた軟体動物用忌避材から３０ｃｍ×３０ｃｍの
シ－ト状サンプルを切り出し、上記シート状忌避材の試験方法に従い忌避効果の試験を行
った。試験結果を表１に示す。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
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　表１の結果から明らかなように、実施例１～７に代表される本発明の軟体動物用忌避材
は、優れた忌避効果を発揮する。尚、実施例４（積層体）と実施例７（フィルム単体）と
の比較から、積層体からなる軟体動物用忌避材とフィルム単体からなる軟体動物用忌避材
との間には忌避効果の大きな差異は認められない。
【００４１】
実施例８～１４、比較例２
　上記実施例１～７及び比較例１で得られた軟体動物用忌避材シートを長さ３０ｃｍ×幅
５ｃｍにスリットしたテープ状忌避材より作製した実施例８～１４及び比較例２の上記四
角形枠状の忌避材を用い、上記テープ状忌避材の試験方法にしたがって試験を行った。試
験結果を表２に示す。
【００４２】
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【表２】

【００４３】
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　表２の結果から明らかなように、実施例８～１４に代表される本発明のテープ状の軟体
動物用忌避材は、優れた忌避効果を発揮する。尚、実施例１１（積層体）と実施例１４（
フィルム単体）との比較から、積層体からなる軟体動物用忌避材とフィルム単体からなる
軟体動物用忌避材との間には忌避効果の大きな差異は殆ど認められない。
【００４４】
　使用例
　上記実施例１～７及び比較例１で得られた軟体動物用忌避シートからサンプル（１０ｃ
ｍ×１０ｃｍ）を得て、トマトの土の表面に近い幹（茎）（直径約２ｃｍ）に１０ｃｍの
幅（長さ）で巻き付け、ホッチキスで止めた。
　１カ月経過後にナメクジの忌避効果を調べたところ、上記忌避試験と同様の結果が得ら
れた。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように、本発明の軟体動物用忌避材は、生分解性プラスチックからなり、使用後
は分解され自然に還るので環境を悪化させることがない。特に、バイオマスは持続的に再
生可能な有機資源であり、分解時や燃焼時には二酸化炭素を排出するが、成長時には光合
成により大気中の二酸化炭素を吸収・固定するので実質的に二酸化炭素を増加させないカ
ーボンニュートラルが達成され、循環型社会の実現に大きく貢献することができる。
　また、風による飛散や土中への埋没による薬効の低下や、散水や降雨による薬効の低下
がないので薬効が長時間に亘って持続し、また、柔軟性に富むので、地表面への馴染み性
が良好であるばかりでなく、果菜類の幹や枝に巻き付けることができ、薬効が効果的に発
揮される。
　また、基材層と積層した場合には、製造が容易で強度が向上し、更に、基材層として紙
やポリエチレン不織布等の繊維を含む基材層を用いた場合は、繊維と繊維との隙間からサ
ポニンが放出されるので、基材層と接する側からも忌避効果が得られる。また、忌避材を
果菜類の幹や枝に巻き付けて使用する場合は、幹や枝の成長に合わせて、これらの基材層
も伸張するので、幹や枝への追従姓が良好である。
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